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（１）経済危機とｒ完全雇用」の見直し

（２）杜会保障政策の再編 ・転換

Ｉ　課　　　　　題

　　１９８０年１０月 ，Ｏ　Ｅ　ＣＤは，福祉国家の危機の基本的性格を明らかにすることを課題と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
　して，ｒ１９８０年代の杜会政策に関する会議」を開催した。挨拶に立ったレネ ップ事務局

長は，１９５０ ・６０年代には経済政策と杜会政策の連携によっ て完全雇用と福祉国家が実現

　されたが，１９７０年代の経済停滞によっ て， この二大目標にｒ衝突」が生じたとして ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
「経済成長と杜会政策との関連のよりシステマティックた見直し」の必要性を指摘した 。

　同事務局長は，それに続げて，ｒ杜会進歩は経済資源による制約をうげることは明白で

あり ，杜会的目標を達成する手段がその資源を産みだす経済 システム自身を阻害するこ

　　　　　　　　３）
　とは許されません」と述べ，このｒ見直し」作業に経済成長優先という鉄枠をはめ込む

　ことも忘れなか った 。

　　ｒ完全雇用」とｒ福祉国家」とのｒ衝突」とは，やや耳慣れたい表現であるが，要

　は，かかる表現によっ て， 杜会政策 ・杜会保障とｒ完全雇用」とがいまや両立しがたい

　状態に陥 っているとの理解が率直に表明されていることである 。しかし，ここで提起さ
壱
必れているのは単純な杜会政策 ・杜会保障と「完全雇用」との二老択一ではない。今目の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９３）
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事態が経済成長と杜会政策とのよりシステマティックな見直しを求めているとの指摘か

らも知られるように，実際には，経済成長の維持とｒ完全雇用」 ・杜会政策 ・杜会保障

との両立不能を前提としたうえで，後老を前者の阻害要因にたらたいような中味に再編

していく ，それかぎりでは，「完全雇用」も杜会政策 ・杜会保障も制約を加えざるをえな

いというのが内容である 。この点は，Ｏ　Ｅ　ＣＤが，さきの会議と相前後して取り組んで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
きた産業構造調整にかんする政策（ｒ積極的調整政策」）のなかで，市場機能の回復のため

には杜会的諸制度を再編する必要があると指摘していることからも明らかであろう
。

　周知のように，先進諸国は，１９７０年代の経済危機を契機に，相次いで杜会保障制度の

見直し ・再編を由家政策の主要な課題として打ち出してきたが
，その内容は，基本的に

はこうした方向と同一のものであ ったと言 ってよい。経済成長とｒ完全雇用」 ・杜会政

策・ 杜会保障を全体として達成しうることを実証してみせることがｒ福祉国家」の存立

条件であ ったとすれほ，その見通しさえすすんで取り下げざるをえないという事態は
，

まさしく「福祉国家の危機」を物語るものと言えよう
。

　以上の諸点からもわかるように，今目の杜会保障制度の再編は，単なる部分的な手直

しを課題としたものではなく ，ｒ福祉国家」の政策的枠組みそれ自体の再編と結びつい

た構造的狂性格を持 っている 。したが って，今目の杜会保障政策の転換を問題にする際

には，杜会保障政策のみならず，これと一体とな ってｒ福祉国家」の政策的枠組みを構

成してきた経済成長政策やｒ完全雇用」政策とその転換の内容を，相互に関連付げなが

ら敢り上げて検討することが必要とたる
。

　そこで小論では，この課題に接近していく手始めとして，まず，経済成長政策，ｒ完

全雇用」政策，そして杜会保障政策の三つの政策的連関を検討することによっ て， ｒ福

祉国家」におげる杜会保障政策の位置と役割を明らかにし，そのうえで，ｒ福祉国家」

の危機がこれらの連関にいかなる変化をもたらしているか，そしてその変化は杜会保障

政策の転換をどのように観定づけているのかを，Ｏ　Ｅ　ＣＤの議論を検討しつつみていく
　　　　　５）
ことにしたい 。

Ｉ　「福祉国家」におげる杜会保障政策の位置と役割

（１）　「福祉国家」の政策課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§）
ｒ福祉国家」の出現をどの時期に求めるかは，議論が分れるところだが，先進諸国が

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９４）
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共通してｒ福祉国家」を意識的に追及し始めるのは，第二次大戦後のことである 。戦争

経済と反 ファシズムの国際的経験を抜きに，ともかくも杜会改良政策を全面におしたて

たｒ福祉国家」の建設が世界的な潮流とたるという事態は起こり得なか ったとい ってよ

い。 このことは，「福祉国家」は，なによりも ，戦争経済によっ て市場機能の麻痒と生

産力の減退に直面した資本主義が，かかる国民経済の危機を克服し，その再建を図るた

めに取り組んだいわば「危機克服」策として持ち出してきたものであることを示してい

る。 しかし，戦後の国際的 ・国内的な階級対抗の鋭先化と国民生活の疲弊による市場の

縮小という事態は，このｒ危機克服」策をあからさまな資本の擁護策として打ち出すこ

とを許さなか った。かくして，このｒ危機克服」策は，ともかくも国民生活の向上を図

りつつ，同時にそれを通じて，資本の蓄積を軌道にのせるという方向にむかわざるをえ
　　　　７）
なか った 。

　ｒ福祉国家」の政策は，かかる事情に規定されて，その初発から経済成長と福祉の向

上とを調和的に遂行しうる枠組みを持つことを求められた。しかしそれだげではなか っ

た。 この政策は，他方で，戦後の大量失業にたいしても ，正面から答えるものでなげれ

ぱならなか った。しかも ，この大量失業の解決は，経済成長政策にとっ てもまた福祉政

策の主軸となる杜会保障政策にとっ ても不可欠であ った。というのは，大量失業の存在

は，一方では，収入の中断をもたらすことによって消費需要を減退せしめ経済成長を押

しとどめるとともに，他方では，杜会保障制度に過大な負担を持ち込むことによっ てこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
の制度の維持 ・確立を脅かすからである 。こうして，ｒ福祉国家」の政策は，その枠組

みのうちに，経済成長政策，杜会保障政策と並んで，大量失業の解決と雇用の安定を図

る政策を組み込むかたちで編成されることになる 。この第三の政策が，他ならぬｒ完全

雇用」政策である 。

　（２）社会保障政策の位置と役割

　ｒ完全雇用」の実現が緊急の課題として提起されていながら，他方では経済成長が滅

退しており ，しかも失業が未解決であるが故に消費需要も多くは望めないという戦後の

状況に解決の手がかりを与えたのは，国家が財政政策を通じて有効需要を創出し，その

ことによっ て経済成長を促進して労働力需要を増大させ，それを通じて「完全雇用」を

めざすという ，いわゆるケイソズ的拡大政策であ った。ひとたびかかる政策が導入され

るや，ｒ完全雇用」政策は，失業対策という性格にとど 一まらず，投資，雇用 ，国民所得

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９５）
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などの調整をそのうちに含む，いわぱ国民経済管理とでもいうべき内容と性格を持つに

いたる 。

　こうしたｒ完全雇用」を全面におしたてて経済成長政策を，戦後再建のプラソとして

いちはやくまとめあげたのは，Ｗ．Ｈ．ベバリッ ジであ った。ベバリッ ジは，杜会保障に

　　　　　　　　　　　　　９）
関する報告書（ｒベバリヅ ジ報告』）を書きあげた後，若き経済学者を結集して雇用問題に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ０）
取り組み，２年後の１９４４年にｒ自由杜会における完全雇用』としてそれを公表した。彼

は， ｒ完全雇用」の三つの条件として「充分な総支出」ｒ産業配置の統制」ｒ労働移動の

組織化」を挙げたうえで，そのうちの「主要なもの」は第一の総支出の維持であり ，し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
かもそのことに対する究極の責任は国家によっ てとられるべきであるとした。そして ，

そのための具体的方策として，ベバリッ ジは，「新しい型の予算」の必要性を説いた 。

それでは，このｒ新しい型の予算」とは汰にか。ベバリッ ジによ畑ま，それは「利用可

能た人力に関連して再編され，貨幣に関して編成されるものではたい」，つまりｒ人力

が基準である」ことを最大の特徴としている。したがって，その編成にあたっては ，

ｒ完全雇用を仮定し，またかれ（国家財政大臣一引用者）が計算している課税のもとで，私

人がその年にどれだけ消費や私的投資に費やすと予想されるかを推計して後に，かれは

この推計された私的支出と合わせて，その国の全人力を雇用するために充分た，すたわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
ち完全雇用の仮定を実現させるに充分次公的支出をその年に計算しなげれぼたらない。」

　ベバリッ ジが示したｒ新しい型の予算」は，上述の指摘からも明らかなように，単に

政府の収入 ・支出だけではなく国民全体の所得と支出を間題としており ，その意味で国

民経済管理の手段として位置つけられている。こうした国家財政による国民経済管理を

媒介とした経済成長政策とｒ完全雇用」政策との一体化は，同時に，杜会保障政策にこ

れまでの貧困対策にはみられ次か った新たな役割を要求することになる 。

　上述したように，ベバリッ ジは，ｒ完全雇用」の必須の条件として総支出，すなわち

総需要の維持 ・管理を挙げたが，ひとたびかかる内容が政策の基本に据えられるや，今

度は，すべての支出が総需要の維持 ・管理の点から見直され，位置づけ直されてこざる

をえない。杜会保障政策の新たな役割も ，これから生じる。この点を，いま一度，ベバ

リッ ジの指摘に触れつつ見ていくことにしよう 。

　ベバリヅソは，支出を消費支出（私的消費支出，合同消費支出），事業投資（私的事業投資 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
公的事業投資），公共支出の三つに分類し，そのうえで，さきにみたように，公共支出が

そのうちでも決定的な役割を担うべきものであることを強調した。そして，この公共支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９６）
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出は，その計画化に際しては，私的消費支出，私的投資支出のいずれにも影響するよう

目論まれるであろうと述へ，「国民所得の増加の自動的な結果としての・またそれとと

もにｒ杜会保：障』や累進課税を通じての所得の再分配による私的消費支出の増加」をそ
　　　　　　　　　　　１４）
のうちの一つとして挙げた。そして，ｒ計画的た支出の長期計画」の冒頭で「杜会保障」

にふれ，ｒベバリッ ジ報告』に示されたｒ杜会保障計画」が採用されるたらぱ，それは ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ５）
「私的消費支出を拡大しまた維持することによっ て雇用の緯持に著しく役立つであろう」

と指摘し，あらためて杜会保障支出のもつ所得再分配効果が私的消費支出に及ぼす積極

的役割を強調した 。

　ベバリッ ジの指摘は，経済成長政策とｒ完全雇用」政策の一体化が図られるもとで

は， 杜会保障政策は，たんに貧困対策にとどまらず，総需要の維持 ・管理策の構成要素

として位置づげられ，そのことによっ て， 経済成長政策の一環に組み入れられていくこ

とをしめしている 。

　杜会保障政策にこうした位置づげが与えられることによっ て， ｒ福祉国家」に課せら

れた経済成長 ・ｒ完全雇用」 ・杜会保障という政策課題は，経済成長政策を軸として結合

され，体系づげられる 。そして，同時に，この三者が相互にその効果を促進しあう関係

が生みだされることに次る 。経済成長が維持されるかぎり ，この相互促進的た関係は ，

「円滑」に保たれる 。

　ところで，かかる枠組みのもとにおかれた杜会保障政策は，経済成長政策の本格的な

展開につれ，この政策に対するイソバクト ，直接には杜会保障制度が径済成長へ及ぼす

インパクトがより具体的に問題にされるようにた ってくる 。杜会保障制度の整備をとも

なう財政支出の増大とそのもとでの所得再分配の規模の拡大は・一段とこうした傾向を

強める 。杜会保障政策の位置と役割をより具体的に検討するためにも ，次に，この点に

関わ って取り上げられてきた論点をみておく必要がある 。

皿　杜会保障制度の「経済的効果」とその限界

　（１）社会保障制度が経済成長へ及ぼす「経済的効果」の諸側面

　杜会保障政策は，既に触れたように，その所得再分配効果を通じて，消費需要に直接

のイソバクトを及ぼす。しかし，この所得再分配は，その規模が拡大するにつれて景気

変動や労働市場などに対しても様々なイソバクトを及ぼすようになる 。経済成長政策が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９７）
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ｒ経済計画」という形をとり ，そこにより詳細な諸目標が掲げられるようになれば，い

ずれの国においても ，杜会保障政策のこうした政策的効果，とりわげその経済的効果の

評価と測定に特別な目が向げられてくる 。

　戦後目本においても ，１９５５年にｒ経済自立５ケ年計画」が策定され経済成長政策が本

格化してくると ，厚生行政のサイドから，杜会保障制度と経済政策との関連が意識的に

問題にされるようにな った。こうしたなかで，厚生省創立２０周年にあたる１９５８年に出さ

れた『厚生白書』は，ｒ総説」のなかでこの問題を正面から取り上げ，厚生行政をすす

める立場からの見解を示した。そこでまず，このｒ厚生白書』の議論を取り上げ，それ

を素材としたがら，杜会保障制度がもつ「経済的効果」について検討しよう
。

　『厚生白書』は，ｒ杜会保障制度全体を経済的に見れほ，所得の流れの方向に変化さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
せる一つの再分配機構と考えることができる」として，まず，その再分配効果について

以下のように指摘している 。

　　再分配効果は，ｒ（１）費用者負担（拠出者）と受益者（給付受給者）の間の消費 ・貯蓄の

　性向の一般的な相違から導かれる総消費 ・総貯蓄の変化としてとらえることもできる

　し，あるいは（２）所得階層別に観察した場合に，可処分所得の純減を生ずる階層と純増

　を生ずる階層が区分できるとすれぱ，貯蓄の性向の所得階層別の相違から導かれる総

　消費 ・総貯蓄の変化としてとらえることができる 。（１）給付受給者（り病者，老齢者，廃

　疾者 ・遺族など）が拠出者（就業者）よりも消費性向が高く ，また（２）再分配によっ て低

　位の所得階層に可処分所得の純増を生じ，かつ，低位の所得階層の方が消費性向が高

　いという条件が一般に予想されるから，結局，杜会保障制度による所得再分配は，消
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ７）
　費需要の拡大という方向に作用することになろう 。」

　この点については，既に触れてきた内容だが，注目すべきは，かかる作用がｒ（１）貯蓄

過剰，（２）消費財産業の供給が弾力的という条件のもとの不況局面においては，イソフレ

に陥ることなしに，直接の所得増大効果と ，さらに誘発的な投資増大効果をももたら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ８）し・ 健全た景気対策としての有用さを発揮し得るであろう」として，この所得再分配効

果を景気対策の見地からも積極的に位置づげていることである
。

　次いで，ｒ厚生白書』は，ｒ最近において一般に承認されている杜会保障の経済効果」

として「景気調節的機能」を取り上げている 。

　　ｒ杜会保障の基金と国民の家計は，基金の側から見て直接の拠出金の収納と一般税

　収を通ずる国庫金の受入からたる受取（イソ ・ペイメソト）と ，給付のための支払（アウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９８）
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　ト ・ベィメソト）の二本のパイプによっ てつながっている 。景気下降期においては支払

　（アゥト ・ペィメソト）は比較的に安定するかあるいは増加傾向を示し，逆に受取（イ

　ソ ・ベィメソト）は収縮する 。景気上昇期においては，その反対の働きをする。これ

　は，景気変動の過程において，家計におげる可処分所得の増減のカーブを緩和するも

　ので，したがって景気の加熱や急激な低下に対する緩衝装置（バ ッファー）として有効

　である 。しかも ，その機能は白動的に発揮される 。これがいわゆる経済の白動安定装
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
　置（オートマチ ック ・スタピライザー）としての杜会保障制度の効果である 。」

　このｒ景気調整機能」は，いわぱ，資金の流れに対する効果であるが，杜会保障制度

はまた，雇用に対しても直接的効果をもつ。この点についてｒ厚生白書』は，次のよう

に述べている 。

　　ｒ杜会保障による生活の安定が，水準の低い労働力を労働市場から引き上げること

　によっ て， 雇用面に対する人口圧力を緩和し，労働市場を合理化することは，これま
　　　　　　　　　　　　　　　２０）
　た広く承認されている事実である 。」

　以上の諸点に加えて，ｒ厚生白書』は，ｒ国民の消費生活を合理化し，資源の浪費を排
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
除し，効率的に消費内容の向上を図る制度としての杜会保障への期待」を挙げている 。

ここで注目しておいてよいのは，この国民生活の合理化が，ｒ高い蓄積率」の裏付けと

なるという指摘である 。

　杜会保障制度の経済的効果に関する以上の指摘は，この点に関わって出されてきた主

要な論点をほぼ含んでいる 。このｒ厚生白書』とほぽ同じ時期に出された山中篤太郎編

『杜会保障の経済理論』は，ｒ杜会保障の国民経済論」を意図したもので，そこには杜

会保障が国民経済と関わりをもつ多くの領域が取り上げられているが，上記の論点は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
そこで出されているものとほぽ重なりあ っている 。

　しかし，ｒ厚生白書』が示したようた杜会保障制度の経済的効果に対する肯定的評価

については，異論がないわげではない。例えぱ，犬熊一郎氏は，財政政策的見地からみ

た杜会保障のマクロ 的経済効果を強調することは当たらないとする 。氏はその理由とし

て以下の諸点を挙げた 。

　　ｒ（１）杜会保障制度それ自体所得の再分配を目的とするものではなく ，再分配効果が

　あるとしてもわずかであること ，（２）杜会保障給付が経済に占める量的比重はそれほど

　大きいものではなく ，したが って不況期に杜会全体としての消費支出を支えるに足る

　ものとは認めがたいこと ，（３）しぱしぱ景気補整のための自動安定装置が杜会保障とく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９９）
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　に失業保障について論じられるが，景気後退期においても失業率がそれほど大きくな

　ら恋いようた経済構造では，自動安定効果もほとんどとるに足らたいものであるこ
　　　　　　２３）
　と ，等による 。」

　そして，杜会保障制度の経済効果は，むしろｒ保障という経済行動原理そのもの」に

求めるべきであるとして，とくに，杜会保障による個人の所得あるいは消費の持続性の

保障，つまり「所得の垣常性」の保障と ，それがもたらす成長の安定性を主要な経済的
　　　　　　　　２４）
効果として指摘した 。

　大熊氏の異論は，一見するとｒ厚生白書』の見解と全く相対立しているように見える

が， 注意深く読めぱ，杜会保障制度がもつ経済成長へのプラスのイソバクトを評価する

点で基本的に一致しており ，その相違は，力点の置きかたの違いでしかたい 。

　ところで，大熊氏の指摘からわかるように，氏カミ，ｒ杜会保障のマクロ 的経済効果」

の肯定的評価に異論を唱えた主要た理由は，杜会保障制度カ嘆際には言われるほど大き

た所得再分配効果を有していない点にあ った。しかし，氏は，このことを事実の問題と

して扱い，その原剛こついては言及していない。だが，氏の指摘する杜会保障の所得再

分配機能の限界が，杜会保障制度それ自体のうちに根拠をもっ ているとすれぱ，氏のい

うｒ所得の恒常性」の保障による成長の安定性という経済的効果にも ，再検討の余地が

生まれる 。したが って，我々は，杜会保障制度を通じた所得再分配そのものにいま一度

立ち戻り ，その意義と限界を問い，そのうえであらためて，杜会保障制度のもつ「経済

的効果」の基本的性格を明らかにしなげればたらない。

　（２）所得再分配の内実と「経済的効果」の限界

　杜会保障制度を通じた所得再分配の基本的性格については，これまでもしぱしぱ問題

にされてきたが，その際，議論の出発点におかれたのは，戦後の杜会保障制度に大きな

影響を及ぼしたｒベバリッ ジ報告』における ，以下の指摘であ った。すなわち ，

　　「窮乏の解消はたんに生産の増大によっ てだげでたく ，生産物の正しい分配配に意

　をもちいることがなけれぽ達成できたい。しかし，正しい分配というのは，過去にお

　いてしほしば意味すると考えられた分配一生産における異た った要素，すなわち土

　地，資本，経営，労働の問におげる分配一を意味するのではたい。購買力のよりよい

　分配が，賃金労働者自身の間で，就業しているときとそうでないときの問に，また家

　族扶養の責任の重いときとそれが軽いか全くたいときとの問に，行われることが要求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００）
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　　　　　　　　　２５）
　されているのにある 。」

　ベバリッ ジのこの指摘は，繰り返し論じられてきたように，杜会保障制度を通じた所

得再分配は，階級間の垂直的再分配としてではなく ，労働者階級内都の水平的再分配を
　　　　　　　　　　　　　　２６）
基本にしていることを示している。しかし，杜会保険の労資共同負担にみられるよう

に， 実際には，そのうちに一定の資本家負担が含まれている 。ベバリッ ジの指摘とこの

点をどのように関連づげて捉えるかが，所得再分配の評価と関わって議論の焦点とな っ

てきたところであるが，この問題の基本的な整理は，資本主義杜会における杜会的共同

消費元本の性格に関する成瀬龍夫氏の，次のようた見解でほぼ解決されていると思われ

る。 成瀬氏は，資本主義杜会における杜会的共同消費元本の主要た源泉はＶ部分から構

成されているが，都分的には資本の実質的負担も含まれている ，この負担はその大都分

が製品価格への織り込みなどによっ て他へ転嫁され労働組合などの要求が強力であ った

り杜会的圧力が大きい場合は完全に転嫁してしまうことはできず，利潤からの控除とな

る， したが って，資本主義杜会におげる杜会的共同消費元本の形成は，主要な源泉はＶ

部分であるが，Ｍ部分からの再分配も一定の割合を占める ，とした。そのうえで，杜会

保障制度が成立する国家独占資本主義の段階では，Ｖ→Ｍの傾向も強められることを考

　　　　　　　　　　　２７）
慮すべきであると指摘した 。

　杜会保障制度を通じた所得再分配は，かかる分析からも明らかたように，そのうちに

一定の垂直的再分配を含み，しかもそれまでの救貧制度に比べてこの垂直的再分配の比

重が高められた内容をもっ ている 。そのかぎりでは，この所得再分配が消費需要の拡大

に寄与するという捉えかたにも一定の現実的根拠がある 。しかし，同時に・この所得再

分配が基本的には水平的再分配を中心としている以上，消費需要の拡大に対しても自ず

から限界が画されている ，とみるのが自然であろう 。しかも ，かかる限界は・垂直的再

分配の比重の高まりを抑制し，水平的再分配の枠内に絶えず押しとどめようとする圧力

が杜会保障制度の内都から繰り返し生じてくることによっ て， 強まっ ていかざるをえた

い。 この点をもう少し具体的にみておこう 。

　杜会保障制度は，その初発の歴史的諸条件から，国民の最低生活の確保を通じて生存

権を保障するという課題を担って出発したが，ひとたびかかる課題が掲げられると ・そ

の方向に沿った制度の拡大 ・充実が，いわぱひとつの内的な発展の論理とな って展開し

ていかざるをえない。そうたれば，当然，費用負担も増大していかざるをえない。その

場合，杜会保障制度の元本の彩成がＶ部分を基本としているとしても ，労資負担の原則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０１）
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がともかくも確立されているもとでは，この増大部分の負担は，労働者のみならず資本

の側にも負担の増大をもたらすことになる。しかも，Ｖ部分には基本的た限界がある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
ため，ｒ元本の大幅な拡充はＭ部分からの積極的な再分配によらざるをえない」。 だが ，

ｒ資本主義のもとでは，Ｍ部分からの再分配もそれが一定の度合いに達すると資本の蓄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
積元本の移成や拡大との摩擦，衝突という限界にぶつかるをえたくたる。」そこで，資

本は，この費用負担を労働者の側に転嫁したり ，国家に働きかけて負担を軽減する特別

措置をとらせるなど，様々な手段を通じて負担の増大を回避しようとする。こうして ，

杜会保障制度は，そのうちに垂直的再分配を含むとはいえ，その比重は限られたものに

たらざるをえない。そしてそのことが，所得再分配の機能を制約し，結果的に，それが

もつ消費需要の拡大効果にも限界をもたらすことにたる 。

　杜会保障制度のｒ経済的効果」の基本となる所得再分配が，こうした限界をもつもの

であれぱ，それは，消費需要の拡大に限界をもたらすだけでなく ，他の「経済的効果」

にも同様の問題を持ち込むことになる 。ｒ厚生白書』は，先にみたように，所得再分配

効果を景気対策の見地からも位置づげたが，この効果にも ，同様の理由から限界を指摘

せざるをえない。それでは，その次に挙げられていた「景気調節的機能」は，どうであ

ろうか 。

　『厚生白書』は，このｒ景気調節的機能」を，景気のｒ自動安定装置」としての役割

に注目して積極的に位置づけたが，この点については，既に財政学の立場から理論的 ，

実証的な検討が行われてきているので，ここでは，そのうちの加藤睦夫氏の分析を手掛

かりにしながら，基本的な点のみ指摘しておくことにしよう 。

　加藤氏は，まず，ｒ景気循環，なかんずく恐硫の原因が資本主義の基本矛盾に存する

以上，それに手のふれることのできない杜会保障財政が，本質的ないみで景気変動にた

いして有効な役割を演ずると考えることはむろんできない」と指摘し，さらにｒむしろ

杜会保障が逆再分配の役割を通じて資本蓄積の要具であるといういみでは，資本主義の

矛盾を促進するという彩で，それは反安定装置でさえある」と観定した。そのうえで ，

「杜会保障費のなかで比較的に景気感能的といわれる失業保：険と公的扶助支出」を例

に， 杜会保障制度と景気変動との関係を検討している。その要点は，次のとおりであ

る。 不況局面では，たしかに失業手当が増え拠出が減少して失業保険基金の支抵い超過

が起こるが，失業手当は通例就業時の収入を割り込む低水準で，しかも短期で打ち切ら

れる 。したがって救貧的扶助支出が増加せざるをえないが，それは動物的水準に圧縮さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０２）
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れる 。また好況局面では，たしかに失業手当ての支払いは減少し拠出が増え保険基金の

積立増を通じて引上げ超過は拡大するが，積立金の放出によっ て基金の引上げ効果が減

殺されるだけでなく ，反対に景気の加熱さえよびおこす。また余裕資金の存在が失業給

付率の引き上げ要求を刺激したいように，一定限度に達するとまず一般財源からの拠出

分が削減されるから，景気調節機能はそれだげ減退せざるをえない。好況期の失業保険

機能についていえば，それは累進構造によっ て， 大衆購買力を削減し恐慌の促進要因と
　３０）

なる 。

　以上の分析は，ｒ厚生白書』で述べられていたイソ ・ベイメソトとアウト ・ペイメソ

トの二本のバイプが，給付の低位性や基金の国家独占資本主義的運用によっ て， いずれ

も， 不十分な機能しかもたず，それどころか反対の機能にさえ転化することを示してい

る。 杜会保障制度の「景気調節機能」で指摘された点は，そのままｒ雇用」やｒ消費生

活」について『厚生白書』が評価した積極的機能についても当てはまる 。ｒ雇用」に対

する効果についてだけ簡単に触れると ，杜会保障給付の低位性は，ｒ水準の低い労働力

を労働市場から引ぎ上げる」どころか，かえ って労働市場へ押しもどし，「人口圧力」

を強める。そして，そのことを通じて，賃金 ・労働条件の低下をもたらす。このこと自

体は，資本の労務費用を軽減することによっ て蓄積を促進するが，他面で，消費需要を

低迷させることによっ て経済成長の拡大を制約する 。

　これまでみてきたように，杜会保障制度のもつｒ経済的効果」は，その基本となる所

得再分配自体の限界ゆえに，必ずしも意図された内容をもつものではなく ，時として ，

反対の効果さえもたらす。それでも ，杜会保障制度がｒ福祉国家」の不可欠の支柱であ

るかぎりその維持に努めたげればたらず，そしてまた経済成長政策と一体的に取り組

まれなげれぱたらたいかぎり ，この「経済的効果」が追及されざるをえない。というの

は， そのことが杜会保障制度の費用負担を軽減し，制度拡充の圧力に対応しうる基盤を

維持することになるからである 。しかし，杜会保障制度の緯持を図りたがら経済成長の

拡大をも同時に達成するためには，たによりも国家財政の規模を不断に拡大していくこ

とが必要となる 。ところが，この国家財政の拡大は，不換紙幣の増発を通じてイソフレ

を昂進させるとともに，やがて国家財政それ自体の危機をも招来せしめる。このイソフ

レは，さしあたりは経済成長に対して促進的な役割を果たすが，それが国内では過剰需

要や賃金上昇圧力を強め，国際的にはトノレの減価を通じて通貨制度を動揺させるよう

になると ，逆に径済成長の制約要因に転化する。しかも ，それは，過剰資本の廃棄を弱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０３）
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め， 温存し，累積させることによっ て成長率を鈍化させる 。そこで今度は，このイソフ

レを鎮静化することが重要な政策課題とたる 。しかし，この課題は経済成長政策との間

に矛盾をもっ ているがゆえに，やがて，ｒ福祉国家」の政策枠組みそのもの，とりわげ

杜会保障政策に動揺と再編をもたらさずにはいなか った。次にこの点について検討した

げれほたらたし ・◎

１Ｖ　「福祉国家」の危機と杜会保障政策の転換

　（１）経済危機と「完全雇用」の見直し

　経済成長 ・ｒ完全雇用」 ・杜会保障という政策課題を課せられた「福祉国家」は，この

課題を，経済成長政策を輸こ結合Ｌ，体系化することによっ て，一体化し，それらの

「調和的」な遂行をめざしてきた。杜会保障政策は，こうして，経済成長政策によっ て

外枠がはめられるとともに，同時に，この経済成長政策を促進する役割を担わされ ，

ｒ経済的効果」を不断に期待されることと次 った。しかし，このｒ経済的効果」が，必

ずしも意図され期待された内容を持つものではなか ったことは，既にみた。それでも ，

ｒ福祉国家」の諸課題を遂行するためには，その軸となる経済成長政策を不断に追及す

ることをやめてしまうわけにはいかない。というのは，経済成長の緯持こそ，杜会保障

とｒ完全雇用」を両立せしめる唯一の方策だからである 。

　しかし，上述したように，この経済成長政策の展開は，その過程で ，不可避的にイソ

フレの昂進を口乎び起こしてこざるをえない構造をもっ ていた。こうして，ｒ福祉国家」

は， 三つの政策課題の調整に加えて，これらとイソフレとをどう調整するかという課題

をも課せられることとな った。それでも ，まだ経済成長がそれなりに緯持されているか

ぎりは，この調整は部分的な対応にとどめられることもできた。だが，１９７０年代半ぱか

らの経済危機は，ｒ福祉国家」に，経済成長 ・ｒ完全雇用」 ・杜会保障とイソフレとの調

整をもはや都分的なものにとどめることを許さないようた事態を押し付けた。それで

は， かかる事態とはいかなるものであ ったか，そしてそのもとでｒ福祉国家」の政策諸

課題の「調和的」関係は，いかなる再編を余儀たくされていったのであろうか 。

　１９７０年代半ぽからの経済危機は，まず，「石油危機」に端を発した世界同時不況とし

て顕現化した。その背後には，既に臨界状況まで累積された過剰資本の存在があ った 。

既に指摘したように，ヶイソズ的拡大政策に基づく経済成長政策のもとで昂進しはじめ
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たイソフレ が， 経済成長自体に様々な負の作用を及ぼしてくるたかで，６０年代には，い

ずれの副こおいても ，イソフレ対策が，主要な課題とな ってきていた。しかし，７３年の

変動相場制への移行は，このイソフレ対策に対する国際収支の面からの制約を取りのぞ

くこととな った。そこで各国は，一斉に積極的な景気政策へと走った。こうしてイソフ

レが一段と昂進したところでｒ石油危機」カミ生じ，イソフレカミ加遠された。これに対処

すべく ，今度は一転して総需要抑制策がとられたため，過剰資本が一挙に表面化し，過

剰生産恐慌とイソフレとの同時発現に見舞われ，一斉にスタクフレーンヨソヘと突入し
３ユ）

た。

　ここに至 って，経済成長の維持のために国家財政の拡大を基調としたケイソズ政策

は， 重大な転機にたたされることとた った。国家の財政支出を通じて有効需要の拡大を

図り ，ｒ完全雇用」を達成するという選択は，一方では，経済危機のもとで顕在化した

財政危機によっ て， 他方では，それが不可避的にイソフレに抽車をかげるということに

よっ て閉ざされた。こうして，経済成長の低下と失業者の増大という ，ｒ福祉国家」の

初発の状況に見舞われながら，ｒ福祉国家」は，それを「解決」するために創りあげて

きた政策をもはや採用できないという事態に直面するに至った。こうして，その「解

決」のためには，ｒ福祉国家」の政策的枠組みそれ自体の再編，したが って，経済成長

・ｒ完全雇用」 ・杜会保障の三者のｒ調和的」関連そのものの見直しが最大の課題として

登場してこざるをえたい 。

　かかる課題に沿って，その突破口として打ち出されてきたのが，ｒ完全雇用」政策の

転換であ った。ここでは，現下の失業情勢に対する新たな視角のうえにたってその転換

が提起される 。即ち，現下の失業は，経済の構造変化によっ て生じた労働力需給のミス

・マッ チがもたらした構造失業であるとして，循環的な失業対策に代わ って，構造的た

雇用対策が全面に押し出される 。この構造的な雇用対策の提起によっ て， 経済成長率の

鈍化とイソフレヵミ併存するもとで，修正された経済成長率の目標設定にてらして，即

ち， 国民経済的た観点からみてｒ合理的」な，失業率とイソフレ率の新たた関係の創出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
がめざされる 。ここではもはや，失業率の低下は第一義とはされていない。こうして ，

まず，イソフレ抑制の必要から，ｒ完全雇用」政策が放棄されてくる 。

　構造的な雇用対策があえて，ｒ合理的」な失業率とイソフレ率の新たな関係を問題に

したのは，イソフレ抑制のためには経済成長の下方修正が必要で，そうであれぱ失業率

の上方修正も避げられないという判断によるが，同時に，イソフレを回避しつつ同時に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０５）
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経済成長率を一定の水準を維持するためには，失業率を市場の実勢にできるだげ委ね ，

市場機能を通じて失業率のｒ調整」を行ない，労働 コストの増大を避げなげれぽ汰らな

いという判断も介在していた 。

　しかし，市場が，しかるべき失業率のｒ調整」機能を発揮するには，この市場をでき

るだげ実勢を反映しうる状態にしておくことが必要となる 。そうたれば，例えぱ，失業

補償の存在が，賃金の下方硬直性をもたらし失業率の低下を妨げる要因としてみたさ

れ， 市場機能の回復と称してその見直しが提起される ，といった動きが当然のように生

じてこざるをえない。ひとたびかかる見方が打ち出されてくると ，こうした見直しは失

業補償にとどまらず，杜会保障制度全体に押し広げられてくる 。

　小論の冒頭で取り上げたＯ　Ｅ　ＣＤは，そこで簡単に鯨れておいたように，経済危機が

進行していくもとで，その打開のための政策転換の方向を，精力的に検討し提起してき

たが，そのＯ　Ｅ　ＣＤがまとめたｒ積極的調整政策』は，上述した市場機能の回復につい

て， つぎのようた提起を行っている 。

　　ｒ雇用の安定性の増加，所得の再分配及び労働危険の軽減のための杜会的手段は ，

　しばしぱ労働市場の有効た機能に意図しない副作用を生じ，要素市場を固定化し，そ

　れが後に生産市場の硬直性につながる。ある場合にはそれらは人的資源の有効な割当

　に悪影響を及ぼすばかりでなく ，またそれらは労働と資本の総体的費用をゆがめ雇用

　を傷つげる。生産はしぱしぱ総体的に高い労務費を避げるため一層資本集約的とた

　る。したが って，適当た雇用と所得の安定を備え一方労働市場の能率的た機能に対す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）
　る悪影響を最も少たくするように杜会手段を模様替えする必要がある 。」

　こうして，ｒ福祉国家」の政策的枠組みの再編に際して，その突破口に位置づけられ

たｒ完全雇用」政策の転換は，労働市場調整をステ ップとして，杜会保障政策全体の再

編を呼び起こしていくこととたる 。次に，杜会保障政策それ自体の再編 ・転換について

みていくことにしょう 。

　（２）社会保障政策の再編 ・転換

杜会保障制度を，労働市場機能を妨げたい方向に再編するとしても ，既に，国民生活

のうちに広く定着しているもとでは，その再編の提起にあたってそれ相当の論拠が求め

られる。しかも ，その再編が，杜会保障政策を後退させるものではなく ，かえ って前進

させるために必要とされるということが示されなげれぱ説得力を持ち得たい。そこで ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０６）
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まず，現状の杜会保障制度が，いかに改革を必要としているかが説かれることになる 。

ｒ経済成長と杜会政策との関連のよりシステマティックた見直し」を提起したかのレネ

ップ事務局長は，冒頭で紹介した挨拶のなかで，この点について次のように述べていた 。

　すなわち ，

　　「政府予算に対する集団的た要求は徐々に生活の全般をカバーするようにた ってき

　ており ，妊娠 ・出産から始まり教育 ・職業 ・所得保障，退職から死に至るまでを含ん

　でいます。こうした要求は，農民，若老，労働組合，就業未就労の女性，大小企業た

　ど杜会のすべての集団にとっ て身近なものと在りました。ある特定集団の利益が危機

　にさらされたりする時には，いついかたる場合も政府の介入を求める声が上がり
１ま

　す。その結果，最も援助を必要とする人々を越えて対象を広げることにたり ，これが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
　各副こおいては不必要に コスト増を招き再分配効果を減殺してきました。」

　杜会保障制度の再分配効果を回復するためには，広がりすぎた対象を見直し，ｒ最も

援助を必要とする人々」に限定すべきである ，という提起は，単に対象の問題ではた

く， 国民全体に対して最低生活を保障するものとしてきた杜会保障制度の目的 ・役割そ

のものの再検討を意味するものとみたげれぽならない。かかる対象の限定を糸口とした

杜会保障制度全体の再編が，その先で「福祉国家」の役割の見直しを持ち出してきたと

しても ，もはや驚くに値したい。引き続きレネ ップ事務局長の言うところを聞いてみよ

う。

　　ｒ福祉国家は，もともとは貧困や杜会的保護を取り扱うために生まれたものである

　が，杜会的 二一ズや個人の選好は，もはや福祉国家のみが福祉を担う唯一の主体では

　　　　　　　　　　　　　　３５）
　たいという秋こ変化しつつある 。」

　それでは福祉の主体はどのように展望されるか 。

　　「脱工業化杜会では，国家と民間活動の新たな関係が追及されねぱたらず，そこで

　福祉の新た枚担い手が育てられ，かつ，個序人の自己及び他者に対する責任が強化さ

　れることが図られなげれぽなりません。『福祉杜会』の登場が必然かつ望ましいとい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
　うのは，このような意味においてであります。」

　ｒ福祉国家」に代わる「福祉杜会」の提起が，国家責任を限定し，その責任を個人や

杜会の中間集団（家族，企業，地域）に委ね，同時に，その過程で福祉の市場化を推し進

めるものであるとの指摘は，既に，多くの論者によっ て行われてきたが，ここでも ，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
の指摘が基本的に妥当することを確認できる。そのうえで，我々が注目したいのは，か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０７）
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かる自己責任の強化という提起が，さきに取り上げた「完全雇用」政策の転換と表裏の

関係におかれることによっ て， 失業の増犬が杜会保障制度に対するあらたな要求をもち

こまない構造が創り出されつつある ，という点である 。

　杜会保障制度の見直しが労働市場機能の回復をもたらすという提起が，決して杜会保

障の見直しと引き換えに失業問題の解決をもたらすものでは次いということは，これま

での検討で既にあきらかであるが，それではかかる提起は，この労働市場機能の回復を

通じて，いかなる雇用を創り出そうとしているのであろうか 。

　この問題の検討に際して，注目すべきは，労働市場機能の回復が取り上げられる時に

は， いつでも ，賃金の水準と雇用がバラソスにかげられてくる ，という点である。再

び， Ｏ　Ｅ　ＣＤ　ｒ積極的調整政策』から，かかる提起の内容を確認しておこう 。

　　ｒもし基礎とな っている生産力及ぴ雇用条件が１９７０年代のように劇的に．変化するな

　らぽ，高くて硬直性のある賃金水準が高い失業の一因となることに注目することは重

　要である。主要た変化が生じるときは，市場経済における多くの仕事は，再建の維持

　及ぴ雇用創出投資のために適度の利潤率が可能にたるような実質賃金水準の弾力的な
　　　　　　　　　　　３８）
　対応によっ て保持される 。」

　「高くて硬直性のある」賃金が是正され「弾力化」されるというのが，労働力の需給

関係を反映するかたちで賃金が変動しうる状態をつくりだすことであるとすれば，そこ

で「保障」される雇用が，賃金格差の拡大を伴っていたとしても ，それは二義的な問題

にすぎないものとされる 。さきのｒ積極的調整政策』は，ｒ労働市場調整の選択的たモ

デル」として，労働移動に重点を置くモデルーこの場合には，産業間の賃金格差が維

持・ 縮小されるが，労働移動によっ て変化に対応する賃金政策と調和するとされる一と

並んで，この賃金格差の拡大を伴う次のようなそデルを上げている 。

　　ｒもう一つの選択は要素の移動性に期待するよりは，職業的生産性ばかりでなく特

　定部門の相対的生産性の格差及び需要と供給の関係を厳密に反映する賃金を認めるこ

　とによっ て一層大きな所得弾力性を期待する。この場合には賃金の格差は拡大される
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
　が，構造変化は適度の物となり ，特定都門の雇用は比較的容易に緯持される 。」

　こうした賃金格差拡大の容認が，そのまま最低賃金制の事実上の否定を導きだしてく

るのは，当然，予想されることである。したが って，ｒ最低賃金は所得の配分に介入し ，

　　　　　　　　　　　　　４０）
能率的た要素の配分をゆがめる」との主張が，『積極的調整政策』に見い出さ加てもた

んの不思議もない 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０８）
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　ここまでみてくれば，労働市場の回復を通じて創り出される雇用がいかな＝るものか ，

おおよそ見当がつく 。即ち，そこでの雇用とは，賃金の格差がｒ弾力性」の名のもと

に積極的に容認され，その低下に対しても杜会的歯止めを外された，事実上の「強制就

労」に他ならない。あえてｒ強制就労」と呼ぶのは，賃金上昇への期待を放棄すれば雇

用はｒ保障」されるという ，ｒ二者択一」が実質的な提起とな っているからである。した

がっ て， そこでは，失業手当に依存して労働力の販売を控えることはｒ硬直化」とみな

され，事実上否定される 。ｒ積極的調整政策』目く ，「失業手当は杜会的に承認できる水

準の所得を与えたげれぱたらたいことは認められるが，気前のよい失業保険の権利はし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１）
ぱしぱ賃金への期待を高め，積極的に仕事を探す意欲をそぐ硬直化要素と見られる 。」

　こうした「強制就労」が増大していくと ，就労老と失業者の区別が陵味になり ，ｒ完

全雇用」政策が放棄されながら失業者は実態より小さい規模でしか現れ抵い。他方，厚

生行政との関係では，それがたとえｒ強制就労」であれ，ｒ就業者」として立ち現れて

くるもとでは，行政の対象からは外されることになる。こうして，失業が実質的には増

大していながら，杜会保障政策の対象は必ずしも増大しないという構造が創り出されて

いく 。

　しかし，かかる構造は，単に杜会保障政策への圧力が減殺されるという消極的たもの

にとどまらたい。ｒ福祉杜会」の提起が示していたように，そこには，労働者を絶えず

労働市場へ投げ返すことによっ て， 杜会保障制度への依存の道を断ち切り ，自立 ・自助

の徹底を図る内容が込められている。この内容が，そのまま杜会保障制度の目的 ・役割

の転換のテ コとなり ，杜会保障政策の再編を推し進めていくことは，もはや明確であろ

う。

　ｒ福祉国家」は，このように，過剰生産恐慌とイソフレとの同時発現に直面するたか

で， 政策的枠組みそれ自体の再編を通じて，経済成長 ・ｒ完全雇用」 ・杜会保障という政

策諸課題の「調和的」関係を見直し，その転換を推し進めてきた。この転換に際して ，

ｒ福祉国家」は，これまでみてきたように，そのつど制度の「硬直化」や「不効率さ」

を取り上げ，ｒ弾力化」を図ることによっ てそれを「効率的」たものにすることを掲げ

た。 それは，たしかに諸課題の「衝突」を取りのぞき，新たた「調和的」関係を創り出

すものではあるが，もはや「相互促進的」な関係をめざすものでは汰く ，専ら，経済成

長にとっ てのみ「効率的」な関係をめざすものにすぎたい。これこそｒ経済成長と杜会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０９）
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政策とのよりシステプティック見直し」によっ て意図された内容に他ならないが，既に

検討してきたように，政策諸課題のｒ調和的」関係も ，杜会保障政策がその制約によっ

てさしたる「経済的効果」をもちえたい以上，それは必ずしも「相互促進的」た関係で

はたか ったわげで，その点からすれば，このｒ見直し」は，その芽を初発のうちに有し

ていたと言うことができよう 。

　　１）　この会議の内容はＯ　Ｅ　ＣＤ（経済協力開発機構）編，厚生省政策課調査室 ・経済企画庁国

　　　民生活政策課 ・労働省国際労働課監訳ｒ福祉国家の危機』ぎ ょうせい，１９８３年，にまとめら

　　　れている 。

　　２）　同上，７ぺ一ジ 。

　　３）同上，８ぺ一ジ 。

　　４）この政策に関する経済政策委員会特別グノレープの報告，閣僚理事会コミュニケなどは，経

　　　済協力開発機構（ＯＥ　ＣＤ）編，目本経済調査協議会訳ｒ積極的調整政策　先進副こおげる

　　　産業構造調整への提言一』金融財政事晴研究会，１９８４年，に収められている 。

　　５）　こうした課題設定をした問題意識の一つには，「福祉国家」を専ら杜会保障との関連での

　　　み特徴づげ，分析する傾向の克服が必要であるという筆者なりの従来の研究に対する受げと

　　　めがある。最近の戸原四郎氏の論稿（「マルクス経済学と福祉国家論」根岸隆 ・山口重克編

　　　　『二つの経済学』東大出版会，１９８４，及びこれとほほ同じ内容のｒ福祉国家をどう捉えるか」

　　　東犬杜会科学研究所編ｒ福祉国家１』１９８４，序論）などが，さしつめそうした便向の代表で

　　　　あるが，そこに示されたような理解（ｒ福祉国家とは，さしあたり杜会保障制度の不可欠の

　　　一環として定着させた現代国家ないし現代杜会の体制を指すもの」ｒ福祉国家をどう捉える

　　　か」３べ一ジ）では，既に荒又重嬢氏が指摘しているように「福祉国家の必然性や内包する

　　　矛盾や展望をみるさいに弱点となる 。」（「福祉国家論と杜会政策学」北大ｒ経済学研究』３４

　　　－４，９０べ一ジ。）また，政策論との関連では，「杜会保障の固有の政策目的として，国民の

　　　最低生活の保障とか生活権の実現とかがいわれながら，それらの上位目的と政策目的との関

　　　係は充分明らかにされていない」と指摘する吉村朔夫氏と，問題意識を同じくしている（ｒ杜

　　　会保障論への視角」吉村朔夫 ・井上吉男 ・清山卓郎編著ｒ現代の杜会保障』ミネルヴ ァ書

　　　房，１９８６，第１章，所収，８べ一ジ）。ＯＥ　ＣＤを取り上げるのもかかる間題意識に因る 。

　　　　ちなみに，ｒ福祉国家の危機』に，失業政策との関連で言及したものに，相沢与一ｒｒ危機に

　　　　おける福祉国家』と労働問題」ｒ現代の福祉政策と労働問題』（杜会政策叢書第Ｖ集）啓文

　　　　杜，１９８３年，所収，がある 。

　　　６）　「福祉国家」の起源をめぐる論争については，木村正身「福祉国家の起源と杜会政策」西

　　　村轄通 ・松井栄一編ｒ福祉国家体制と杜会政策』（杜会政策学会，研究大会叢書第皿集）御

　　　　茶の水書房，１９８１年，所収，参照 。

　　　７）拙稿「『福祉国家の危機』と労働者福祉」三好正己編著ｒ現代目本の労働政策』青木書店，

　　　　１９８５年４月 ，所収，１８８ぺ一ジ 。

　　　８）　「完全雇用」の達成が杜会保障制度の前提条件として明確に位置づげられ，両者の政策的

　　　　連関が正面から問題にされたのは，すぐあとに紹介するいわゆるｒベバリッ ジ報告」が最初

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１０）



　　　　　　　　「福祉因家」の危機と杜会保障政策の転換（横山）　　　　　　　　　 ７３

　であった。戦後の目本で，この点も含めて杜会保障制度の条件を，早い時期に，比較的まと

　まった形で間題にしたのは大河内一男氏であった。氏は，ｒ杜会保障制度の条件」（厚生省

　　ｒ杜会保険時報』第２４巻１２号，１９５０年１２月）で，「完全雇用」，最低賃金制とともに重要産業

　の杜会化を通 一じた国家による国民経済管理をその条件に挙げ，それぞれ検討した。第三の点

　は，ここでのテーマとも関わる重要な指摘だが，氏は，１９７９年にだされたｒ杜会保障入門』

　（青林書院新杜）では，この点を杜会保障の条件から外し，その代わりに「生活における自

　已責任の原則」を挙げるという大転換を示した 。

ｇ）ＳＯＣＩＡＬ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ　ＡＮＤ　ＡＬＬＩＥＤ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　Ｒｅｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　Ｗ１１１１ａｍ　Ｂｅｖｅｒ１ｄｇｅ
，

　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ１９４２山田雄ゴ監訳『ベハリヅソ報告杜会保険およぴ関連サーピス』至誠堂，

　１９６９年，（以下，ｒペバリッ ジ報告』と略す）

ユＯ）ＦＵＬＬ　ＥＭＰＬＯＹＭＥＮＴ　ＩＮ　Ａ　ＦＲＥＥ　ＳＯＣＩＥＴＹ　Ａ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｂｙ　Ｗ１１１１ａｍ　Ｈ　Ｂｅｖｅｒ１ｄｇｅ

　ユ９４４．井出生訳ｒ自由杜会における完全雇用』日本大学経済科学研究所，１９５３年，（以下，

　ベバリッ ジｒ完全雇用』と略す）本書とｒベバリッ ジ報告』との関係を，彼は，ｒベバリッ

　ジ報告』で挙げたｒ杜会保障計画」の三つの前提の一つを敢り上げたという点ではその「続

　編」だが，「無為よりの開放を目的」としている点で，「続編以上のもの」と述べている（第

　一編ｒ序論と要約」１Ｐａｒａ ．）

。尚，本書は，ベバリッ ジ失業論の新たな展開を示すものだが ，

　この展開に関しては，ケイソズ理論を重視してそれを「失業論から雇用論への転回」と評価

　するもの（例えぱ，中山伊知郎「完全雇用の理論」『経済評論』昭和２１年８月）と，彼の従

　来の理論の発展に力点をおいて「摩擦的失業論から構造的失業論への発展」とみるもの（例

　えぱ武田文祥「自由杜会と杜会保障」『杜会科学研究』第３４巻第５号，１９８３）とがある 。

１１）ベバリッ ジ『完全雇用』１６５，１８０ｐａｒａ

１２）ベバリッ ジｒ完全雇用』１８２ｐａｒａ

１３）ベバリッ ジｒ完全雇用』１７９ｐａｒａ

１４）ベバリッ ジ『完全雇用』２０９ｐａｒａ

ユ５）ベバリッ ジ『完全雇用』２１３Ｐａｒ孔ベバリッ ジは，これ以外にも断片的ながら杜会保障政

　策とｒ完全雇用」政策との機能上の連関に触れている。それらの正確な評価はまだ出来てい

　　ないが，いずれにしても，「完全雇用」理謝こ示されたベバリッ ジの国民経済管理政策を踏

　　まえて，彼の杜会保障理論を再検討する作業が必要であろう 。筆者自身の今後の課題とした

　　し ・。

１６）厚生省ｒ厚生白書』（昭和３３年度版，厚生省創立２０周年記念号）３４ぺ 一ジ 。

１７）　同上，３４～３５ぺ 一ジ 。

１８）同上，３５ぺ一ジ 。

１９）同上，３５ぺ 一ジ 。

２０）同上，３６ぺ一ジ 。

２１）同上，３６ぺ 一ジ 。

２２）山中篤太郎編『杜会保障の経済理論』東洋経済新報杜，１９５６年，山中氏は，その序章にお

　　いて「杜会保障の国民経済論」が取り扱うべき主要た分野とＬて次の三つを挙げている 。即

　　ち，第一に，杜会保障が国民経済的規模をもっ た一つの循環構造であることに関わって杜会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１１）



７４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

　　　保障と財政，杜会保障の所得再分配，第二に，杜会保障と資本形成蓄積，第ヨこ，労働の諸
　　　側面を通じた国民経済との関わり ，具体的には，生産の要素としての人口，労働とその諸条

　　　件，第四に，貧困という生活現象と関わった杜会保障と生活構造との関連，がそれである 。

　　　ｒ序章一課題の意義と前提」，９～１０ぺ一ジ 。

　２３）犬熊一郎ｒ経済成長と杜会保障」ｒ講座杜ム保障２目本経済と杜会保障』至誠堂，１９６０

　　　年，所収，１５１ぺ一ジ
。

　２４）　同上，１２１，１４２～１４４ぺ一ジ
。

　２５）　ｒベバリッ ジ報告』４４９ｐａｒａ
．

　２６）およそペバリヅ ジの所得再分配に触れたものは，ほほ例外なくこのことを指摘している

　　　が，ここでは，戦後目本におげる杜会保障論を代表する次の二つだげ挙げておく 。近藤文二
　　　 ｒ杜会保障』東洋書館，１９５２年，第一章，第四節，坂寄俊雄ｒ杜会保障』（第二版），岩波新
　　　書，１９７４年，皿 ・Ｆ ．

　２７）成瀬龍夫「杜会的共同消費と所得再分配」ｒ彦根論叢』第２２８，２２９号，１９８４年１１月 ，２８２～

　　　２８３ぺ一ジ 。

　２８）同上，２８３べ一ジ
。

　２９）同上，２８３ぺ一ジ 。

　３０）加藤睦夫「杜会保障の財政論」角田豊　小倉嚢＿編『現代の杜会保障』法律文化杜
，１９６８

　　　年，第５章 ・１ ，所収，１９２～１９４べ一ジ
。

　３１）拙稿「現代の経済危機とＭＥ　ｒ合理化』」戸木田嘉久編『ＭＥ「合理化」と労働組合』大

　　　月書店，１９８６年，第２章，所収，３０～３１べ一ジ
。

　３２）三好正己「現代資本主義と労働政策」三好正已編，則掲書，序論，所収，参照 。

　３３）　 Ｏ　Ｅ　ＣＤ　ｒ積極的調整政策』１５９～１６０ぺ一ジ
。

　３４）　 Ｏ　Ｅ　ＣＤ　ｒ福祉国家の危機』９ぺ一ジ
。

　３５）同上，１０～１１ぺ一ジ
。

　３６）同上，１２ぺ一ジ 。

　３７）例えぱ，西村轄通編ｒ境代の労働福祉一新しい福祉杜会への模索一』有斐閣，１９８０年，序

　　　章，相沢与一ｒ杜会保障の内在矛盾と危機におげる福祉政策」（５ ・完）ｒ賃金と杜会保障』

　　　第８８６号，１９８４年３月，二宮厚美「現代の福祉政策と有償福祉」前掲，ｒ毘代の福祉政策と労

　　働問題』所収，三好正己「現代の福祉間題と杜会保障」西村轄通編ｒ現代の汰かの杜会政

　　　策』ミ子ルヴ ァ書房，１９８５年，第五章，などで，こうした指摘が行われている 。

　３８）　Ｏ　Ｅ　ＣＤ　ｒ積極的調整政策』１４４ぺ一ジ
。

　３９）　同上，１４７ぺ一ジ
。

　４０）同上，ユ６３ぺ一ジ
。

　４１）　同上，１６４べ 一ジ 。

（４１２）


